
 

 

 

市有地貸付に係る質問に対する回答書 

 

№ 質  問 回  答 

１ 複数物件の入札に参加予定の場合、次の

書類については物件ごとに原本が必要で

すか。 

・法務局が発行する履歴事項全部証明書 

・長崎市が発行する市税の完納証明書 

・所轄の税務署が発行する納税証明書 

お問い合わせの書類については、申請

する物件ごとに提出する必要はありま

せん。原本又は写しを 1部ずつ提出して

ください。ただし、発行日から 3ヵ月以

内のものに限ります。 

以下余白 

 


